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「問題行動・不登校等に関する調査」の結果と取組みについて 

 

安全・安心推進課 

教 育 相 談 課 

１ 概要 

   文部科学省が、令和６年 10 月 31 日に公表した「令和５年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指

導上の諸課題に関する調査結果」における、福岡市の「いじめの認知件数」と「長期欠席児童生徒数」

の結果及び取組みについて報告するもの。 

 

２ いじめについて 

（１）いじめの認知件数 

○福岡市立小中学校における令和５年度のいじめの認知件数は 3,663 件であり、令和４年度の約

1.03 倍となっている。 

○福岡市立小中学校における令和５年度の児童生徒 1,000 人当たりのいじめの認知件数は約 30.1

件であり、福岡県は約 40.1 件、全国平均は約 76.3 件である。 

 

【いじめの認知件数の推移】           【1,000 人当たりの認知件数】 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇いじめの認知件数が増加した要因として、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義やいじめ

の積極的な認知に対する理解が広がったこと、毎月の教育相談アンケートや面談の充実が図られ、

早期発見に取り組んでいることが、要因として考えられる。 

 

（２）いじめの未然防止・早期発見・即対応に向けた取組み 

①各学校の取組み 

○学校いじめ防止基本方針の策定及び対応組織の設置 

※国の「いじめ防止対策推進法」に基づき、平成 25 年度から全校に設置 

○年１回のＱ－Ｕアンケート実施（令和５年度から対象を小学校３年生以下にも拡大し、小中学校

の全学年で実施） 

○教育相談アンケート実施（月１回、学期に１回は無記名式でも実施） 

○令和２年度から児童生徒への全員面談を実施 

②教育委員会の取組み 

○生徒指導主事等を対象とした、積極的ないじめ認知などに関する研修会を実施 

○「いじめゼロサミット 2024」の実施（令和６年 10 月 31 日） 

約７万人の児童生徒（小５から中３）がオンラインで同時に参加 

○スクールロイヤーによる学校問題に対する法的見地からの指導・助言 

R6.11.14 協議・報告イ 
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３ 長期欠席・不登校児童生徒について 

（１）長期欠席児童生徒数・不登校児童生徒数 

 ①長期欠席児童生徒数 

○福岡市立小中学校における令和５年度の長期欠席児童生徒（年間 30 日以上の欠席者）数は、7,127

人であり、令和４年度の 1.2 倍である。 

  ○長期欠席児童生徒のうち、「不登校」が約 73％と最も多く、次に「病気」が多い。 

       

【長期欠席児童生徒の推移】       【長期欠席児童生徒の内訳（R5）】 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②不登校児童生徒数 

○福岡市立小中学校における令和５年度の不登校児童生徒数は、小学校 2,403 人、中学校 2,774 人、

合計 5,177 人であり、令和４年度の 1.2 倍である。 

○不登校児童生徒について把握した事実としては、小学校、中学校ともに「学校生活に対してやる気

が出ない等の相談」が最も多く、次に「不安・抑うつの相談」が多い。 

 

【不登校児童生徒数の推移】     【不登校児童生徒について把握した事実】上位３項目 

                   令和５年度「福岡市長期欠席児童生徒調査」より 

（※複数回答可） 

  

◇文部科学省の分析において、保護者の学校に対する意識の変化、コロナ禍の影響による登校意欲の低

下、特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指導や必要な支援に課題があった

ことが背景にあるとされている。 

 

 

項 目 人 数（昨年度比） 

病 気  1,264（+438） 

経済的理由    0（± 0） 

不登校 5,177（+777） 

その他  686（-36） 

合 計 7,127（+1,041） 

 区分              人数 

小
学
校 

① 学校生活に対してやる気が出ない等の相談 

② 不安・抑うつの相談 

③ 親子の関わり方関する問題の情報や相談 

1,123 

503 

430 

中
学
校 

① 学校生活に対してやる気が出ない等の相談 

② 不安・抑うつの相談 

③ 生活リズムの不調に関する相談 

1,181 

948 

589 
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（２）登校支援の取組みについて 

①各学校の取組み 

○すべての市立中学校に、教室に上がりづらくなった生徒のためのステップルームを設置 

 （文科省が設置を推奨する SSR：スペシャルサポートルーム） 

○ステップルームに通う生徒に対して、状態に応じた適切な支援を行う教育相談コーディネータ

ーを配置 

○教育相談アンケートによる児童生徒の状態把握に加え、担任等が直接様子を確かめる全員面談

を実施 

  ○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる ICT 機器を活用したアウトリーチ 

支援の充実 

  ○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを交えた、チーム学校として児童生徒 

支援を行う校内支援委員会（ケース会議）の実施 

      

②教育委員会の取組み 

○えがお館において、教育カウンセラーによる不登校児童生徒、保護者の電話・面接相談の実施 

○不登校児童生徒の社会的自立や学校復帰を目指す教育支援センター（はまかぜ・まつ風・すまい

る 学級）の運営 

○児童生徒、保護者に対する心理的な支援を行うために全ての市立学校に週１～２日（８時間）    

スクールカウンセラーを配置 

○児童生徒、保護者に対する福祉的な支援を行うために全ての市立学校に週１～２回 

スクールソーシャルワーカーを配置 

○引きこもりがちな児童生徒の自宅に心理を学ぶ大学生相談員（メンタルフレンド）を派遣 

   ○ＳＮＳ（LINE）を活用して周りに相談できない子どもたちが気軽に相談できる窓口を設置 

○ＮＰＯと共働して、セミナー、サポーター養成講座、保護者会の開催支援等を実施 

○ひきこもりがちで集団への適応が難しい児童生徒が、１人１台端末を活用して、オンライン上で

他の児童生徒や SC 等と交流するオンラインルームを開設 

○児童生徒、保護者へのアウトリーチ支援の充実のため、スクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカーへのタブレット端末の配備を拡大 

○不登校傾向にある児童生徒の学び直しに活用できる動画教材を提供 

○不登校児童の学校生活の見守りを行う教育支援員を配置 

 

 


